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税務署ニュース

給与所得の源泉徴収票を
e-Taxで提出すると…

確定申告がさらに簡単に！！従業員の方の

事業主の皆さまへ
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税のミニ通信 令和6年度税制改正（経営セーフティ共済）について

Q　令和6年度税制改正では、経営セーフティ共済（中小企業倒産防止共済）に対する税制上の優遇措置について一定
の改正が行われたと聞きました。改正内容を教えてください。

A　令和6年10月1日以降に共済契約を解除して再
加入した場合、その解除日から2年を経過する
日までの間に支出する共済掛金については、そ
の支出額を会社の損金や個人事業者の必要経
費に含めることができなくなりました。なお、本
改正は税務上の取扱いに係る改正ですので、事
務や手続きの変更はありません。

 
1. 経営セーフティ共済の概要
　経営セーフティ共済は、取引先企業の
倒産の影響を受けて中小企業が連鎖倒産
する、経営難に陥ることを防ぐための制
度です。そのため、取引先の事業者が倒産
をして、売掛金などの回収が困難となった
際には、共済加入者は共済掛金を原資と
する共済金の貸付けを受けることができ
ます（図表2参照）。
　また、共済契約を解約した場合、解約事
由に応じて、解約手当金を受けることが
できます。例えば、任意解約の場合、掛金の納付月数が40か月以上で、解約手当金の支給率は100パーセントとなり
ます。

2. 経営セーフティ共済に係る税務上の取扱い
　共済に加入できるのは、1年以上継続して事業を行っている中小企業者（会社と個人事業者）です。支払った共済掛
金は一定の要件のもと、会社の損金や個人事業者の必要経費に含めることができます。また、解約手当金を受け取っ
た場合には、会社の益金や個人の収入として処理することとなります。
　経営セーフティ共済に対しては、制度の目的とは異なり、租税回避目的で脱退と再加入を行う行為が増加している
との指摘がありました。中小企業庁は「解約手当金の支給率が100パーセントとなる、加入後3年目、4年目に解約が
大きくなるが、近年その傾向が特に顕著 に。直近では約33パーセントが3年目、4年目に解約する状況。」とのコメン
トを出しています。このような状況を受けて、令和6年度税制改正では、租税回避目的で経営セーフティ共済の脱退
と再加入を行う行為に制限がかかりました。

3. 令和6年度税制改正の内容
　令和6年10月1日以降に経営セーフティ共済契約を解除し、再度共済契約を締結する場合、その解除の日から2年
を経過する日までの間に支出する共済掛金は、会社の損金や個人事業者の必要経費損金の額に算入することができ
なくなりました。今後、共済契約の解約を検討している事業者においては、再加入時の共済掛金の処理に注意が必要
です。

4. 税理士から実務視点のコメント
　原則、経営セーフティ共済の掛金は、法人の損金、個人事業者の必要経費に含めることができません。しかし、税制
上の優遇措置（租税特別措置法）によって、一定の要件を満たす場合に限り、法人の損金、個人事業者の必要経費に含
めることができます。そのため、法人の場合は、確定申告書に「特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明
細書」を添付する必要があります。また、個人事業者の場合は、確定申告書に「特定の基金に対する負担金等の必要
経費算入に関する明細書」を添付する必要があります。明細書の添付が行われていない確定申告書を見受けたこと
がありますので、ご注意ください。

東北税理士会郡山支部
税理士  添田 大輔
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三春支部・小野支部

福島県法連青年部会 連絡協議会
　2025年が「昭和100年」なのはご承知のとおり。
なかには昭和元年が1926年だから2025年が昭和
100年じゃないの？ と思った人も…。ところがさに
あらず。人間の赤ちゃんは生まれた年は0歳だから、
年月日の引き算で満年齢がはじき出されるが、元号は
生まれた年（元年）は1歳（1年）なのである。学校で
習った「植木算」みたいなやつが関係してくるのか
しないのか、よくわからない。説明終わり！
　「昭和100年、それがどうした？」と言われたら
それまでだが、明治100年（昭和43年・1968年）には
「100周年記念行事」が盛大に行われた。だから、来年
あたりに周年祭があるやも知れず、それを狙った斯界
（しかい）のお歴々は胸算用に精を出していること
だろう。

　2025年（令和7年）は、平成37年、大正114年、明治
158年にもあたり、さらにどんどんさかのぼって最初
の元号といわれる「大化」だと、なんと大化1381年
である。「2025年問題」をご存じか。さまざまな情報が
和暦でインプットされたコンピューターでは、かつて
の2000年問題と同様、末尾「00年」の勘違いによる
システムエラーが懸念されている。大化がどうだとか
バカ言っている場合じゃない（バカを言っているのは
筆者だけ？）。

大化1381年ってなに？ フリーランスライター 藤木 順平フリーランスライター 藤木 順平

　10月16日、三春支部視察研修会を開催し、13名で栃木方面へ向け出発した。
　まずは、モビリティリゾートもてぎ ホンダコレクションホールを見学。ホンダ創業者、本田宗一郎氏のものづくり
への夢や情熱、ホンダの挑戦を当時の時代背景とともに、パネルや当時の製品を展示し紹介している。フロア
が年代別に分けられており、時代ごとのホンダの空気感を感じながら、歴史とともに進歩してきたホンダの技術力
と挑戦の軌跡を見学した。
　昼食後は、外池酒造にて、酒蔵見学と試飲を楽しみ、その後大谷資料館で大谷石産出の歴史や地底の広大で
幻想的な採石場跡を見学し、帰路についた。
　10月21日、秋晴れのもと小野支部視察研修会を開催し、16名で
栃木方面へ向け出発。まずは、佐野厄除け大師を参拝。こちらは
厄除け・方位除けの祈願として有名で「関東の三大師」のひとつ
としても知られている。
　続いて、日本三大イルミネーション「あしかがフラワーパーク」
を見学。夕暮れから夕闇に変わる中、奇蹟の大藤の刻々と変化する
イルミネーションの美しさに歓声が沸いていた。フラワーキャッスル
周辺では花と光の共演に加え打上げ花火も上がり、幻想的な演出に
多くの人が足を止め見入っていた。

視察研修会開催視察研修会開催

　10月30日、組織・厚生合同委員会を郡山ビューホテルアネックスで開催した。
　組織委員会では、今年度の加入目標数・会員拡大推進方法を再確認し、今後本部・支部役員及び青年部会・
女性部会役員へ会員拡大方法の共有や役員一人一社以上の加入協力を特にお願いしていく。
　厚生委員会では、前期会員交流事業の報告及び、福利厚生制度推進状況について、受託会社より説明を
受けた。

組織・厚生合同委員会 開催組織・厚生合同委員会 開催

昭和100年

　10月18日、福島県法人会連合会青年
部会連絡協議会 第30回 会員研修会
「須賀川大会」が母畑温泉八幡屋で開催
され、当会より11名の部会員が参加した。
　式典、記念講演会、懇親会が催され、
県内青年部会員と親睦を深めた。
　10月24日には、福島県法人会連合会
女性部会連絡協議会 第22回 会員研修
会「南会津大会」が只見町振興センター
で開催され、6名で参加した。
　講演会、式典の後は、「季の郷 湯ら里」
へ会場を移し懇親会を開催し、会津の
地酒や食事を楽しみ懇親を深めた。

会員研修会「須賀川大会」会員研修会「須賀川大会」
福島県法連女性部会 連絡協議会 会員研修会「南会津大会」 開催会員研修会「南会津大会」 開催
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三春支部視察研修会

青連協会員研修会「須賀川大会」

女連協会員研修会「南会津大会」

小学生の税に関する標語 ／ 小学生の税に関する絵はがきコンクール
審査会 開催
小学生の税に関する標語 ／ 小学生の税に関する絵はがきコンクール
審査会 開催
　郡山法人会では、税についての広報
及び、国の基本となる税に対する理解と
関心を深めていただくため、小学生の
税に関する標語及び絵はがきを募集し
ている。
　10月10日に絵はがき審査会（応募総
数471点）、10月23日に標語の審査会
（応募総数300点）を開催し、入賞作品
各10点を選出した。

小学生の税に関する
絵はがきコンクール審査会

小学生の税に関する
標語の審査会
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税を考える週間（11月11日～17日）にあたり、
様々な催し物を開催
税を考える週間（11月11日～17日）にあたり、
様々な催し物を開催
▶ クリアファイル贈呈
　11月12日、法人会キャラクター・けんたくんがデザインされたクリアファイル
1，400部を郡山税務署板垣直人署長に手渡した。税に関する作文に応募した
中学生および高校生全員に記念品として贈る。

▶ 税金クイズラリー
　11月3日、なかまち夢通りで開催された、「なかまち夢通りウィンターフェスティバル2024」（郡山中央商店街
振興組合主催）において、昨年に引き続き税金クイズラリー「税探偵けんたの冒険」を実施した。
　子どもたちに税のしくみや大切さを楽しんで学んでもらうため、商店街の5か所にクイズポイントを設け、小中
学生100名が税に関するクイズに挑戦した。
　当日は、けんたくん（法人会キャラクター）
と一緒にメインステージでブースPRのほ
か、法人会の活動を紹介し、多くの一般市民
に、税を考える週間の広報や税の啓発活動
を行った。

▶ 全国青年の集い「福井大会」 開催
　「福の國より未来を研け！ ～知恵と技術と志を立て～」をテーマに、11月
7日・8日、第38回 法人会全国青年の集い「福井大会」が開催され、全国各地
から約2，000名の青年部会員が参会。当部会からは菅野貴部会長はじめ8名
が参加した。
　初日には、フェニックス・プラザで租税教育プレゼンテーション（租税教育事
例発表会）及び健康経営大賞が開催され、全国各地より選抜された代表による
様々な取り組みが発表された。
　翌日の第一部 記念講演では、「足し算で生きる ～がんステージ4からの生還～」と題し、元フジテレビアナウン
サー 笠井信輔氏が講演した。第二部の大会式典では、前日に行われた租税教育プレゼンテーション及び健康経営
大賞の結果発表が行われ、それぞれの最優秀賞プレゼンテーションを拝聴した。どれも素晴らしい内容であり、
今後の青年部会活動に活かしたい。

板垣署長（右）にクリアファイルを
手渡す赤塚会長

全国青年の集い「福井大会」

税金クイズラリークイズラリーに挑戦する参加者


